
 
 

令和元年度 

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 

職員募集要項 
 

 

１ 職  種 

事務職員 

 

２ 職務内容 

・事業の企画、実施 

・施設の貸し出し、管理運営業務全般 

 

３ 勤務場所 

茅ヶ崎市民文化会館（茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１１－１） 

 ※将来的に当財団が管理運営する別施設へ異動する場合があります。 

 

４ 採用予定人数 

２名 

 

５ 採用予定日 

令和元年９月１日（日） 

（採用の日から起算して６箇月（理事長が必要と認めた場合は１年）は試用期

間となります） 

 

６ 応募資格 

芸術文化・スポーツの振興に貢献する熱意・意欲がある人で、次の各号に該当

する人 

 

（１）平成３１年３月以前に学校教育法による４年制大学を卒業した人 

（２） 昭和５５年１月１日以降に生まれた人（長期勤務でキャリア形成のため） 

（３）地域の芸術文化・スポーツ事業に関する知識、関心がある人  

（４）パソコンで各種文書、資料が作成できる人 

（５）普通運転免許を有することが望ましい  

（６）コミュニケーション能力が高く、チームワークを大切にし、積極的な行動

力を有する人 

 

但し、次のいずれかに該当する方は受験できません。 

ア 成年被後見人又は被保佐人 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

ウ  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者  

 



 
 

７ 勤務条件等 

（１）給  与 

１８７，１１０円（地域手当含む）（４年制大学卒）から 月給制 

職歴に応じて加算があります。 

（２）手  当 

扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末･勤勉手当等  

（３）勤務時間 

午前８時３０分～午後５時１５分 

遅番勤務（午後１時１５分～午後１０時）あり  

（４）休  日 

週休２日制（原則４週８休 土日祝日勤務あり、シフト制） 

年末年始（１２月２９日～１月３日）、ほかに国民の祝日相当分  

（５）休  暇 

年次有給休暇、慶弔休暇、育児・介護等の休暇  

（６）加入保険等 

健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金  

（７）兼業禁止 

 

８ 選考方法 

  書類選考合格者に筆記・面接試験を行い、その合格者に最終面接を行います。 

区分 試験日時・内容 合否通知等 

第一次選考 書類選考（次項９に

掲げる提出書類の審

査による） 

受験者全員に文書で第一次選考結果を

通知します（６月２１日頃） 

 

第二次選考 令和元年６月３０日

（日）午前１０時 

筆記試験（一般教養） 

適性検査、面接試験 

午前９時４５分集合 

受験者全員に文書で第二次選考結果を

通知します（７月７日頃） 

 

第三次選考 令和元年７月１４日 

（日） 

面接試験 

受験者全員に文書で第三次選考結果を

通知します（７月２１日頃） 

 

 

９ 提出書類 

提出物 注意事項等 

履歴書 市販の様式で可 

写真貼付、自己ＰＲ、職務経歴記載 

作文 

「応募動機および（公財）茅ヶ崎市文

化・スポーツ振興財団で取り組み

たいこと」 

Ａ４版たて用紙によこ書き 

１，２００字以内 

    

  

 



 
 

提出物 注意事項等 

返信用封筒 定型・長形３号封筒に８２円切手を 

貼り、郵便番号、住所、氏名を明記 

してください。 

※提出書類は、返却しませんので予めご了承ください。  

なお、提出いただいた書類は、個人情報保護法に基づきこの採用選考のみ  

の使用に限定し、他の目的では使用いたしません。 

 

１０ 受付期間及び応募方法 

（１）応募方法 

提出書類を当財団宛に本人持参か郵送をしてください。 

郵送の場合は簡易書留とし、封筒の表に「財団職員応募」と朱書して  

ください。 

（２）受付期間 

令和元年６月１日（土）～６月１６日（日） 

 （持参、郵送ともに６月１６日（日）午後７時までに必着のこと） 

（３）受付時間 

午前９時～午後７時 

 

１１ 応募・問い合わせ先 

  公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団  

  茅ヶ崎市民文化会館内事務所 担当 後藤 杉山 

 

  〒２５３－００４１ 

 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１１番１号 

  茅ヶ崎市民文化会館 

  ＴＥＬ：０４６７－８５－１１２３ 

  ＦＡＸ：０４６７－８６－２７５４ 

  E-mail：info@chigasaki-arts.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


